
防衛庁訓令第３３号

特別弔慰金に関する訓令を次のように定める。

昭和３３年５月２７日

防衛庁長官 津 島 寿 一

特別弔慰金に関する訓令

改正

昭和３４年２月１６日庁訓第 ５号 昭和６０年 ５月２４日庁訓第２９号

昭和３７年２月 １日庁訓第 ６号 平成 ４年 ４月１０日庁訓第３６号

昭和３８年４月 ８日庁訓第１６号 平成 ７年 ３月２７日庁訓第１２号

昭和４１年９月３０日庁訓第３０号 平成１３年１２月１０日庁訓第７８号

昭和４２年８月 １日庁訓第１７号 平成１９年 １月 ５日庁訓第 １号

昭和４２年８月 ４日庁訓第１９号 平成２５年 １月３０日省訓第 ７号

昭和４６年４月 １日庁訓第１９号 令和 ２年１０月１２日省訓第６１号

昭和４９年４月１１日庁訓第２３号

昭和５１年５月１０日庁訓第２０号

（目的）

第１条 この訓令は、特に高度の危険を予想することができるにかかわらず、これを顧みるこ

となく職務の遂行に当るターボジエツト発動機をおもな動力とする固定翼航空機（以下「ジ

エツト機」という。）の乗員の職務の特殊性にかんがみ、その死亡の場合における特別弔慰

金の授与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（特別弔慰金の授与の場合）

第２条 乗員の範囲等に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第６号）第１条第１項第５号若し

くは第９号、第２項第１号又は第４項に規定する乗員たる自衛官又は第１条第１項第８号に

規定する乗員たる航空自衛官が、ジエツト機に乗り組み、死亡した場合においては、その遺

族に特別弔慰金を授与することができる。ただし、特別弔慰金を授与すべき理由が当該自衛

官の故意又は重大な過失に基づいて発生したものであるときは、この限りでない。

２ 前項の遺族の範囲、受給の順位等については、国家公務員災害補償法（昭和２６年法律第

１９１号）第１７条の５第１項及び第２項並びに第１７条の６第２項の規定の例による。

（特別弔慰金の額）

第３条 特別弔慰金の額は、別表に定めるところによる。

２ 別表に定める「対領空侵犯措置に従事している場合又は特に危険な状況下において特別の

任務を遂行している場合」であつて、その危険が特に顕著であると認められるものについて

の特別弔慰金の額は、３,０００万円とすることができる。



３ 特別弔慰金の額は、これを受ける遺族が国家公務員災害補償法第１７条の５第１項第３号

又は第４号に掲げる者である場合は、その２分の１に相当する額以内を減額することができ

る。

第４条 特別弔慰金は、防衛大臣が当該自衛官の自衛隊における既往の功労、遭遇した状況及

び過失の状況等を勘案して特に必要があると認める場合は、その額を増額し又は減額するこ

とができる。

（特別弔慰金の授与者）

第５条 特別弔慰金の授与は、防衛大臣が行う。

附 則

１ この訓令は、昭和３３年５月２７日から施行し、同年４月１日から適用する。

２ 賞じゆつ金に関する訓令（昭和３８年防衛庁訓令第１５号）附則第２項の規定は、特別弔

慰金について準用する。この場合において、同項中「第４条及び第５条」とあるのは「第３

条及び第４条」と読み替えるものとする。

附 則（昭和３４年２月１６日庁訓第５号）

この訓令は、昭和３４年２月１６日から施行する。

附 則（昭和３７年２月１日庁訓第６号）

この訓令は、昭和３７年２月１日から施行する。

附 則（昭和３８年４月８日庁訓第１６号）

この訓令は、昭和３８年４月８日から施行し、同年４月１日から適用する。

附 則（昭和４１年９月３０日庁訓第３０号）（抄）

１ この訓令は、昭和４１年９月３０日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の防衛庁職員療養及び補償実施規則の規定及び附則第３項か

ら第１２項までの規定による改正後の各訓令の規定は、昭和４１年７月１日から適用する。

附 則（昭和４２年８月１日庁訓第１７号）

この訓令は、昭和４２年８月１日から施行する。

附 則（昭和４２年８月４日庁訓第１９号）

１ この訓令は、昭和４２年８月４日から施行する。

２ この訓令による改正前の航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令第４条の規定

に基づき噴射推進を主とする固定翼航空機に限定された者についてのこの訓令による改正後

の航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令の適用については、ターボジエツト発

動機をおもな動力とする固定翼航空機に限定されたものとみなす。

附 則（昭和４６年４月１日庁訓第１９号）

この訓令は、昭和４６年４月１日から施行する。

附 則（昭和４９年４月１１日庁訓第２３号）

この訓令は、昭和４９年４月１１日から施行し、改正後の別表の規定は、同月１日以後に死

亡した者に係る特別弔慰金について適用する。



附 則（昭和５１年５月１０日庁訓第２０号）

１ この訓令は、昭和５１年５月１０日から施行する。

２ 改正後の別表の規定は、昭和５１年４月１日以後に死亡した者に係る特別弔慰金について

適用し、同日前に死亡した者に係る特別弔慰金については、なお、従前の例による。

附 則（昭和６０年５月２４日庁訓第２９号）

１ この訓令は、昭和６０年５月２４日から施行する。

２ この訓令による改正後の別表の規定は、昭和６０年４月１日以後に死亡した者に係る特別

弔慰金について適用し、同日前に死亡した者に係る特別弔慰金については、なお従前の例に

よる。

附 則（平成４年４月１０日庁訓第３６号）

１ この訓令は、平成４年４月１０日から施行する。

２ この訓令による改正後の特別弔慰金に関する訓令の規定は、平成４年４月１日以後に死亡

した者に係る特別弔慰金について適用し、同日前に死亡した者に係る特別弔慰金については

、なお従前の例による。

附 則（平成７年３月２７日庁訓第３６号）

１ この訓令は、平成７年４月１日から施行する。

２ この訓令の施行前に死亡した者に係る特別弔慰金については、改正後の特別弔慰金に関す

る訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則（平成１３年１２月１０日庁訓第３６号）

この訓令は、平成１３年１２月１０日から施行し、改正後の特別弔慰金に関する訓令の規定

は、同年１１月２日から適用する。

附 則（平成１９年１月５日庁訓第１号）（抄）

（施行期日）

１ この訓令は、平成１９年１月９日から施行する。

附 則（平成２５年１月３０日庁訓第７号）（抄）

（施行期日）

１ この訓令は、平成２５年２月１日から施行する。

附 則（令和２年１０月１２日省訓第６１号）（抄）

（施行期日）

この訓令は、令和２年１０月１２日から施行する。

別表（第３条関係）

特別弔慰金を授与すべき理由が発生した状況の区分 特別弔慰金の額

対領空侵犯措置に従事している場合又は特に危険な状況下に 25,200,000円

おいて特別の任務を遂行している場合

その他の場合 18,700,000円




